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⻑野市こども誰でも通園制度利⽤の流れ

①利⽤申請

審査 利⽤認定

②利⽤者・こど

もの情報の登録
こども誰でも通園制度総

合⽀援システムより利⽤

者・こどもの情報を⼊⼒

し、申請

申請内容を確認 申請から約２週間後に、利

⽤者にアカウント発⾏

利⽤者アカウントにてログ

インし、アレルギー情報等

を登録
③面談の日程調整・面談

日程調整後に面談を実施

※既に実施施設と面談済の場合、

改めて面談を⾏う必要はありませ

んが、システム上、初回面談予約

⼿続きを⾏ってください。

利⽤施設検索

④予約

利⽤者が予約の申し込

みを⾏い、実施施設が

受⼊可否を決定し、予

約が確定

登園
2次元コードを読

み取り、開始時刻

を打刻

利⽤

降園
2次元コードを読

み取り、終了時刻

を打刻

認定 面談 予約 利⽤


